
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

５６ 子宮内膜症等に対するドロスピレノン・エチニルエストラジオール等

の算定について 

 

《令和６年２月２９日》 

 

○ 取扱い 

① 子宮内膜症に対するドロスピレノン・エチニルエストラジオール（ヤーズ

配合錠）の算定は、原則として認められない。 

② 次の傷病名に対するノルエチステロン・エチニルエストラジオール（ルナ

ベル配合錠）の算定は、原則として認められない。 

⑴ 子宮内膜症 

⑵ 子宮腺筋症 

⑶ 機能性子宮出血 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ドロスピレノン・エチニルエストラジオール錠には、ヤーズフレックス配合

錠とヤーズ配合錠がある。 

ヤーズ配合錠の効能・効果は、「月経困難症」のみである。 

また、ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（ルナベル配合錠）の

効能・効果は、「月経困難症、生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期

の調整」である。 

以上のことから、子宮内膜症に対するドロスピレノン・エチニルエストラジ

オール（ヤーズ配合錠）の算定及び子宮内膜症、子宮腺筋症又は機能性子宮出

血に対するノルエチステロン・エチニルエストラジオール（ルナベル配合錠）

の算定は、原則として認められないと判断した。 
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